
  

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                             
 
 

  

 
 

 

 
これまでＪＣＩＬは、「当事者主体」をとても大事にしてきています。 

私たちは、「障害者には、主体性がない」と、言われ続けてきています。だからこそ
「当事者主体」を唱えることは意味があり、これからも大事なことです。そうしないと、私
たち障害者は「主体性」がないものとみなされてしまう恐れがあるからです。 
でも、日々の介助者との暮らしは「当事者主体」だけで回っているわけでもありませ

ん。また、知的障害・精神障害・難病・高齢化などにより「当事者主体」の意味合いがわ
からない感じも現状あります。それで「当事者主体」の意味合いや日々の暮らしの中・
介助の中でのもやもやしていることについて、今一度みんなで考える時間をつくりたい
です。「何が正しい」とかではなく、それぞれの考えを聞きながらみんなで考えていきた
いと思います。（担当：小泉） 

◆日 時 ２０２０年 3 月 3 日（火）１４:３０-１６:３０ 

◆場 所 ＪＣＩＬ本体事務所（十条通り沿いの事務所） 

 

日本自立生活センター自立支援事業所 編集担当：岡山・春木 

TEL：075-682-7950  E-mail：jcil-kyoto@jcil.jp  ＵＲＬ：http://www.jcil.jp/zigyosho/index.html 

 

 

 
こころとからだをすっきり！ヨガタイム 

 
ヨガで自分の身体と向き合ってみませんか？ヨガの目的はきれいなポーズをとることではありません。その日

の身体がどんなふうに動くか動かないか、意識を自分に向ける時間です。呼吸が深くなり、肩こり、腰痛、疲労感

もやわらぎます。もちろん腰痛予防にもいいですよ！ ぜひ参加してみてください♪ 講師は石田久美さんです。 
 

★ヨガ：全身をうごかすヨガ 

日 時：３月２３日（月） 

１７：００-１８：１５ (OPEN１６：４５） 

場 所：油小路事務所２F 

持ち物：動きやすい服装・タオル・飲み物 

参加費：無料 
  

＊このヨガクラスは、ＪＣＩＬ自立支援事業所の利用者と家族・介助者を対象にしています。 

 

ホーーホケッピ？  
ホー … ホッ 



第 34回 国際障害者年連続シンポジウム 自立生活運動・オープンダイアローグ・当事者研究 

2020年 2月 8日 (土) 立命館大学にて開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

油田さんの若々しいリアリズムのある表現は障害当事者であるか否かよりも、コミュ

ニケーションを重視する現代の潮流に根差しているように思う。ある意味大きな思想の

流れにも影響され、また同時に影響を与えていくものなのだろう。 

渡邉さんのコメントは10年くらい前からJCILの自由人で拝見していました。ずいぶん

エッセンスが凝縮して、おそらく「人間関係の普遍性」にまで立ち至ることになりました

ね。とても共感する部分と…う～む、言葉にならない部分とあります。 

岡山さんお話、舞鶴で重度訪問介護制度利用者「0」とは！ビックリしました。そうとう

な地域差があるのですね。蟻の一穴をどうやって空けるのか!?  

障害女性、筋ジス病棟患者さんのお話、とても考えさせられました。「自由人」という

タイトルにいつもとても惹かれてきました。やはり様々な障害を抱えながら生きている皆

さんの生きざまにとてもクリエイティブな「自由」を感じるのです。ありがとう！ 

橋本成年 
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アンケートＢＯＸを小松食堂の時に 
置いています。 
リクエストお待ちしています！ 



 

京都府専用相談窓口 (帰国者・接触者相談センター)          

電話番号：                                                    

平日、土・日、祝日：24 時間対応                          

075-414-4726 FAX：075-414-4726 

高齢者や基礎疾患などのある場合 は、Q2の状態が 2日程
続いたら受診の前にまず相談 
必要に応じて、受診時間や受診方法（移動方法・医療機関の
入口）などについてお伝えします。 
なお、一般的な相談もできます。 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震災や災害は遠いところの出来事ではありません。ひとたび災害が起きると、障害者は食事、水

道や電気などのライフラインの確保の困難はもちろん、障害のある人が避難出来る避難所不足や、

避難生活、日常生活における介助者の確保、在宅医療体制の確保など、さらに多くの課題が山積し

て困難を極めます。 

日本自立生活センターでは、阪神淡路大震災、東日本大震災などの救援活動で障害者に特化して

大きな力を発揮した「ゆめ風基金」を通して、被災地の障害者の「いのちをつなぐ」支援を継続的に

行っています。今回は自立障害者グループ「ペンギンの会」と連帯します。みなさんの、ご支援・ご

協力よろしくお願いします！！ 

★ 日時：2020年3 月15 日（日） 場所：京都高島屋前（四条河原町） 

★ 時間：14：00〜17：00 

※活動に賛同し参加してくださる方、一緒にやりましょう！ 

 

昨年、台風で中止になった学習会を、３月２８日（土）に開催します。 

「強制不妊手術」という言葉を聞いたことはありますか？ 優生保護法が存在した時代、こどもを産み育

てる権利を認められず、強制的に不妊手術をされた人たちがいました。強制不妊手術の背後にあった優生

思想は、今もなお、社会に影を潜めており、多くの人々を苦しめています。 

本イベントでは、近年話題になっている「出生前診断」の問題もあわせて考えながら、命の「価値」とは何

なのか、そして、誰しもが自分の命や意思を尊重される社会とはどのようなものなのかについて、みんなで

一緒に考えてみませんか。 
 

【内容】 

講演 「強制不妊手術と新型出生前診断をめぐって」 利光惠子さん 

対談 「障害者の歴史を見つめて今伝えたい思い」 鈴木由美さん、利光惠子さん、村田惠子さん 

◆鈴木由美さん  1955年 9月 22日生。脳性小児まひ。1997年より大阪市。生野区で一人暮らしを 

始める。その後結婚。現在は神戸市在住。24時間介助者を利用して生活。 

◆利光惠子さん  優生手術に対する謝罪を求める会／立命館大学生存学研究所客員研究員 

◆村田惠子さん  京都頸髄損傷者連絡会会長、ＤＰＩ女性障害者ネットワークメンバー  

【日時】 ２０２０年３月２８日（土） １３：３０～１６：３０ （13:00開場） 

【場所】 京都市 地域・多文化交流ネットワークサロン 大ホール 

【参加費】 無料 

【定員】 ６０名（申し込み 要） ※手話通訳が必要な方は 3/18（水）までに下記へご連絡ください。 

【参加申し込み・お問い合わせ先】  

障害者権利条約の批准と完全実施をめざす京都実行委員会女性部会（担当：香田・村田） 

南区東九条松田町 28 メゾングラース十条 101 JCIL 気付 

TEL: 075-671-8484  FAX: 075-671-8418  E-mail: jcil@cream.plala.or.jp 
 
※現時点では開催の予定ですが、新型肺炎の影響でやむを得ず中止となることも予想されます。引き続き 

情報チェックをよろしくお願いします。 

mailto:jcil@cream.plala.or.jp
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